
重点項目

佐賀県健康福祉部社会福祉課
日時︓令和５年３月１６日（木）
場所︓大会議室

○包括的な支援体制整備の推進
○災害時の福祉的支援の充実
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重点項目

○ 包括的な支援体制整備の推進
支援を必要とするすべての人に支援が行き届くよう、社会福祉協議会や地

域包括支援センターなどの各福祉分野の支援機関、民生委員・児童委員、
社会福祉事業者、CSO、地域住民とで連携しながら、それぞれの強みを活か
した支援体制づくりを進め、佐賀県らしい「地域共生社会」の推進を図っていく
必要があります。
そのために、相談者の世代、相談内容にかかわらず包括的に相談を受け止

め、対応が難しい複雑化・複合化した事例は分野を超えた関係機関で連携し
継続的・包括的な支援体制を構築します。

包括的な支援体制整備の推進
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諸概念の整理

日本福祉大学 原田正樹 作成

包括的な支援体制整備の推進 資料３－②



存在が承認される地域持続可能な地域社会
世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保

重層的支援体制整備事業
◆市町において、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化
した支援ニーズに対応する包括的な支援体制構築するため、
Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業。
◆市町の手上げに基づく任意事業。
◆相談・地域づくりの関連事業に係る事業を一体的に執行できるよう交付金を交付。

丸ごと受け止める。本人の困りごとを整理して伝える。
アウトリーチを丁寧に行う。

多職種連携、他機関協働のコーディネート

役割や出番、人間関係をつくる支援→
生きる意欲、生きる目的、エンパワメント

相談支援

参加支援

地域づくり
４
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佐賀市
福祉まるごと相談窓口
（H29．7月〜）

設置場所︓佐賀市役所
１階14番窓口

・市役所内に窓口を開設しているため、庁内関係部所や支援関
係機関等との情報共有が円滑に進み適切なつなぎが可能。
・専用窓口を設置することで、まるごと受け止める場の確保に繋
がり、市民の利便性の向上につながる。
（来庁のついでに相談）

効 果

佐賀市福祉まるごと相談窓口リーフレット
（A4判三折り）
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上峰町
身近な相談窓口

「かみつばき」
（R4.７月〜）

設置場所︓
上峰町おたっしゃ
館内

・上峰町社会福祉協議会の一角に窓口を開設。町民にとっては
知人等に知られることなく相談ができるため、新たな相談者が
増えている。（潜在的な相談ごとの顕在化）
・住民が各窓口に足を運び、同じ話を何度もしなくてもよくなり、
町民にとって負担感の軽減につながっている。

上峰町相談窓口「かみつばき」チラシ（A4判 表・裏）
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効 果
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久留米市
地域づくりの取組
●「じじっか」
「対象者」でも「利用者」でもない。暮らし合う家族が集まる「じじっか」
だからこそ本音が話せて、抱えていた重荷を下ろせる。

久留米市家庭子ども相談課
から、支援対象児童等見守り
強化事業として、食材配達と
学習支援を 民間３団体に
依頼。

親と団体スタッフとの間に関係が
生まれ、食材を受取るだけではな
く、親が団体主催の場やイベント
にも参加する等、双方向の関係
性が育まれている。

●「小地域ネットワーク活動」

校区コミュニティ組織単位で、ボランティア
団体であるふれあいの会が活動
（現在３８団体）

●主な活動内容
・訪問活動（ひとり暮らし高齢者・高齢者
のみ世帯等）
・食事サービス（会食・配食）
・サロン（自治会単位）

その他も多彩な活動が誕生
・久留米オンライン公民館
・児童発達支援出会いの場 Ｌｅｏ
・久留米10万人女子会
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令和4年度 県後方支援事業

・「どのように地域共生社会を実現するか
― 重層的支援体制整備事業に取り組む意義とは―」

講師 梅本 政隆 氏 株式会社地域創生Coデザイン研究所
一般社団法人大牟田未来共創センター

・実践発表「八女市重層的支援体制整備事業実施までの取組」
八女市社会福祉協議会

・個別相談会

重層的支援体制整備事業への円滑な移行促進に向け、人材養成、市町間の情報共有の場づくりやネット
ワーク構築及び地域共生社会の実現に向けた気運醸成のための研修等を実施

・「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について」
講師 宍倉惠 氏 厚生労働省社会・援護局地域福祉課

地域共生社会推進室

・次年度の県後方支援について事業説明
・グループワークをメインとした研修

講師 梅本 政隆 氏 株式会社地域創生Coデザイン研究所
一般社団法人大牟田未来共創センター

第一回研修会（全市町対象）7月29日 (集合研修)

第二回研修会（全市町対象）8月24日 (オンライン研修)

第三回研修会（全市町対象）1月27日(集合研修)
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高齢者の介護や相談支援、
地域福祉の取組みに12年間た
ずさわり、その後大牟田市職員
として保健福祉や住宅、企画な
どの分野からまちづくりにたず
さわる。
2017～2018年度は、厚生労働
省社会・援護局地域福祉課に
出向し、地域共生社会の施策
にたずさわる。
2022年度から現職。

社会福祉士。修士（社会福祉
学）

梅本政隆 氏
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目的・背景

住民とともに支える「地域共生社会さが」推進事業費

事業内容

事業期間

高齢者、障害者、子どもなど誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができる地域共生社会
の実現に向けて、ワンストップでの相談対応などの体制づくり(重層的支援体制整備事業)に取り組む市町
を支援する。この取組によって、地域のコミュニティやCSOと連携するなど「佐賀らしい地域共生社会」づくりを
推進することで福祉サービスの向上を図る。

令和5年度（2023年度）〜

介護・障害・子育て・困窮各分野の相談支援機関の複合的な
課題への対応や他機関との連携の状況をリサーチ

【アドバイザー派遣】
意欲的に取り組む市町にアドバイザーを派遣

【地域共生コーディネーター養成】
支援機関が地域と連携して課題を解決できるよう人材を育成

実態調査

人材育成

出典︓厚生労働省HP
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（令和4年度10月照会より）

R3 R4 R5 R6 R7

佐賀市

上峰町

武雄市

嬉野市

移行準備事業 重層的支援体制整備事業

移行準備事業 重層的支援
体制整備事業

移行準備事業
(予定)

移行準備事業
(予定)

県内の重層的支援体制整備事業実施状況及び今後の取組予定
佐賀県：全20市町（10市10町）

R4年度取組自治体：重層的支援体制整備事業 → 1市
移行準備事業 → 1町

＜参考＞
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重点項目

〇 災害時の福祉的支援の充実
近年、全国的に自然災害が頻発化・激甚化しており、県内においても、

令和元、２、3年度と3年連続で豪雨災害が発生しています。
大規模災害に備え、災害発生時の支援の充実、体制の強化が求められ
ており、特に高齢者、障害者などの災害時要配慮者への福祉的支援や災
害ボランティア活動の被災地支援などの充実が必要です。
そうした体制の構築に当たっては、行政、CSOが連携しながら、それぞれ

の特性を活かした支援を行うことが不可欠です。
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●佐賀県災害福祉支援ネットワークの推進

〇大規模災害発生時に市町からの要請のもと、県が必要と判断
した場合、避難所及び福祉避難所において、要配慮者等（高
齢者、障害者、乳幼児等）に対して福祉的支援を行う。

〇１チーム５名程度で組成し、５日間程度で交代

〇最大の目的は「二次被害の防止」と「被災地域の自立支援」
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佐賀県災害福祉支援ネットワーク会議

佐賀県災害派遣福祉支援チーム（DCAT）

ネットワーク会議構成団体

佐賀県老人福祉施設協議会

佐賀県介護老人保健施設協会

佐賀県認知症グループホーム
協会

日本認知症グループホーム協
会佐賀県支部

佐賀県児童養護施設協議会

佐賀県身体障害児者施設協議
会

佐賀県知的障害者福祉協会

佐賀県社会就労センター協議
会

佐賀県保育会

〇大規模災害時における必要な福祉支援体制の整備に向け、
平時から協力関係を構築。

・ ・～数日

・救命救急活動

緊急
期

・１～２ヶ月程度

・避難生活導入支援

・DCATの活動期間

応急期
・3ヶ月程度

・仮住まい導入支援
復旧期

災害時の福祉的支援の充実 資料３－②



●災害時のＣＳＯとの連携
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ボランティアセンタースタッフと関係団体との
情報共有会議

大規模災害の発生時においては、官民一体となり

「チーム佐賀」で取り組みます。

支
援

災害時の福祉的支援の充実 資料３－②



●民間との災害時協定

配慮が必要な方（※）が旅館・ホテルを避難先として活用で
きるよう 佐賀県旅館ホテル生活衛生同業組合と
「災害時における宿泊施設の提供等に関する協定」を締結

（令和2年6月）
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その他にも
・「災害時におけるリハビリテーション支援に関する協定」 【佐賀リハビリテーション推進協議会】

（令和2年6月）
・「災害時における災害時要配慮者への支援に関する協定」 【ニチイ学館、セントケア九州】

（平成26年5月）
・「災害時における物資の調達に関する覚書」 【株式会社ミズ】

（平成25年8月）
etc・・・

※配慮が必要な方
①高齢者 ②障害者 ③乳幼児 ④妊産婦
①～④までと同一世帯の者及び市町が必要と認めた介護者等
その他避難所での集団生活では健康を損なうおそれがある等、配慮が必要な方

災害時の福祉的支援の充実 資料３－②
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（仮）すべての人に「居場所と出番」があり、
つながり広がる地域共生社会

～人を大切に 住民とともに支える地域福祉～


